
沢田和秀（岐阜大学）
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6月26日～7月8日

平成30年度岐阜県内豪雨災害調査団報告

災害調査を通じて



災害時における調査及び技術支援等の相互協力
に関する協定（平成30年3月26日）

国土交通省中部地方整備局

岐阜県 静岡県 愛知県 三重県

長野県 名古屋市 静岡市 浜松市

公益社団法人土木学会中部支部 公益社団法人地盤工学会中部支部

公益社団法人砂防学会東海支部 公益社団法人砂防学会信越支部

公益社団法人日本地すべり学会中部支部

本協定は、地震・大雨等の異常な自然現象、予期できない災害等により、
大規模な災害が発生した場合等において、（中略）発生した被害の調査、
応急対策等の支援に関し、相互協力の方法を定め、もって被害の拡大
防止、被害施設の早期復旧及び防災技術の向上に資することを目的と
する。

中部地方整備局管内5県3政令市
と（公社）土木学会中部支部を始めとする4学会



国道県道の主な被災箇所（岐阜県提供資料に加筆）

通行止27箇所
片側交互通行6箇所
（7月8日時点）



調査エリアと調査チーム

多くの被災箇所分布のうち、岐阜県の古川・高山・郡上・下呂の
4土木事務所管内の被害が多かった。
４つの地域それぞれに対し調査チームを編成し、岐阜県および
国土交通省中部地方整備局の協力により調査を行った。

・各協会等の参加者を多く得られた
協定に基づく合同調査団（64名の参加、土木学会・地盤工学
会・砂防学会・地すべり学会・地質調査業協会など）

・災害協力協定により、国および県の協力をうけた
調査チームごと、岐阜県職員から災害箇所の説明を受けた
参加者および県職員の負担を小さくした

・チーム毎に調査を実施した
調査実施までの行程がスムーズだった
他地域の現場を見ることが困難となった



調査方針概要

一般的な災害に関するデータを残すだけでなく，今後も起こりうる降
雨等による地盤災害に「備える」ために，どのような情報を残してお
くかに主眼をおく．

被災概要（所見）

• 比較的強い長時間の降雨が引き金となって土砂が流出した

• 河川、道路施設（国・県・市町村道）、農林道（作業道）、砂防施
設、治山施設の被災がある

• 地形に素直な水の供給があった
（普段水が来ないような地形であっても水の通り道になり得る）



岐阜では、累積雨量1,000mmを超えるエリアもあったが
土砂災害による被害規模が比較的小さかったのでは？

• 調査結果より、降雨が大きな要因であることは明らか
• 雨雲レーダーの履歴、アメダス等の実績から降雨量は多い
• 岐阜県は全国的にみると多雨地域である（被災実績も多い）

これまでの多くの被災経験により備えていたことは？

例えば恵南豪雨災害（2000年9月11日～12日）

今回の豪雨でわかった成果と課題は？

斜面災害から保全対象を守るために何を考えるか



道路の事前防災対策の効果
過去の豪雨災害との比較

道路整備や落石対策等の防災事業を実施したことにより、雨量規制
を解除した区間では、今回、落石や土砂流出による通行止めはほと
んど発生せず、孤立防止や迂回路としての効果を発揮した。

平成３０年７月豪雨災害検証報告書



平成３０年７月豪雨災害検証報告書



・今回の豪雨により発生した人家等に直接影響のあった土砂災
害は、下呂市萩原町上呂地内や郡上市八幡町小那比地内等の
計９箇所。

・このうち３箇所では、砂防堰堤や急傾斜地崩壊対策施設が効果
を発揮し、人家等を守ることができた。

事前の土砂災害防止対策（今回の土砂災害）

平成３０年７月豪雨災害検証報告書



降雨の状況

平成３０年７月豪雨災害検証報告書：平成３０年７月豪雨災害検証委員会



他県との比較

平成３０年７月豪雨災害検証報告書：平成３０年７月豪雨災害検証委員会

1,000mm



国土交通省HPより

岐阜県
林政部の取組

2000年9月11日～12日



岐阜県林政部の取組

• 森林づくり基本計画（平成19年度～）
間伐材搬出のための作業道開設を推進
人工林の山腹崩壊を防ぎ、流木災害を減ずる

• 岐阜県独自の作業道開設研修を開始（平成21年度～）
研修テキストを作成：県森林研究所編
「森林作業道開設の手引き～土砂を流出させない道づくり～」
補助事業で作業道開設の場合は研修修了者配置の義務化

• 年200km程度の作業道開設の実績（平成22年度～）
路網整備により人工林の手入れ状況が格段によくなった
森づくりのための作業道開設は、 18年度から

• たかやま林業・建設業協同組合のあたらしい取組

成果 流木災害減少



年200km程度の路網整備により人工林の状況が格段によくなった
成果 流木災害減少

• 山地下流部に影響がない作業道作設方法の指導
• 考え方と施工方法については手引きに記載されている
• 施工法等の「なぜ？」について、作業者が現象のメカニズムを理解
できれば、よりよい対応が可能になる 地盤工学会の出番

道路や砂防に対する取組は？

• 道路事業としての防災対策の効果
• 災害復旧時の関連工事の効果
• 山地災害と流木災害の事前災害防止対策



例えば





災害対策等緊急事業推進費
自然災害により被災した地域や重大な交通事故が発生した場所などで、地域住
民や利用者の安全・安心を確保するために、年度内に緊急に行う再度災害防止
対策（災害対策）や 事故の再発防止対策（公共交通安全対策）に配分される予
算。

災害関連事業
災害箇所の原型復旧のみではその効果が限定される場合、また、これに接続す
る一連の施設を含めた場合の効用が限定される場合において、この災害箇所を、
あるいは一連の効用を発揮するため未災箇所等を含めて改良復旧することによ
り、再度災害を防止する改良事業。

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
箇所数 １ １ １ ２ １

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
箇所数 １ １ １

関連する災害対策事業の実績



山地災害と流木災害の事前防止策

取組
（１）県内で山地災害危険地区7,160箇所を指定し、うち5,281箇所
で治山事業に着手している（着手率７４％）。

（２）治山事業による流木捕捉式治山ダムは５９基設置されている
（平成３０年３月末現在）。平成２８年度からは治山ダム施工時
に、渓流内の危険木除去を実施。

検証
（１）今回の豪雨による土砂災害８２箇所のうち、山地被害は７８箇所。
（２）山地災害危険地区の指定率は民有林面積の４０％。それに対し、
今回災害が発生した７８箇所中、山地災害危険地区内での発生
箇所数は５２箇所で６７％と高い割合。一方、指定されていなかっ
た箇所は２６箇所で３３％であった。

（３）山地災害７８箇所のうち治山施設整備を実施していた箇所は３２
箇所。

（４）今回の豪雨において、流木捕捉式治山ダムを整備した箇所では、
流木を捕捉していた。

平成３０年７月豪雨災害検証報告書



まとめ
• 健全な森林のために路網を発達させ、流木災害を減少させた
路網整備（作業道）は「土砂を流出させない」「壊れない」こと
で、下流部への影響を最小限にしている（林政部）

• 道路整備や防災事業を実施したことにより、雨量規制を解除
した区間では、落石や土砂流出による通行止めはほとんど発
生せず、孤立防止や迂回路としての効果を発揮した

• 改良復旧、関連災や事業推進費等を活用し、今後起こりうる
災害の予防に取り組んできた（県土整備部）

これまでの災害経験を踏まえ、治山・砂防・道路それぞれの組
織で実施してきた対策の効果が発揮された。

守るべきもののために、組織の枠を越えて、可能な限り情報を
共有し、自然の力に抗うことなく、備えるしくみを構築することが
重要である


